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■ 藤田代表取締役より一言
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■  1月度 安全目標

①保護具着用の徹底

②躓き・転倒災害の防止

③切れ・こすれ災害の防止

・1月の安全衛生行事

●年末年始労働災害防止強調期間(12月1日～1月15日)

●防災とボランティア週間(１月15日～１月21日)

3



4

■ 安全環境部より



■ ヒヤリハット報告
・「M社/高滝」の現場でバックホウ台船から

土運船に乗り移ろうとした際、甲板が凍結していた為、

転倒しそうになりヒヤリとした。

【改善・対策】

・対策として、朝一は台船上が凍結しているので放水をして解氷をする。

 また、台船に乗り移る際は目視確認を必ず行い、落ち着いて行動する。

 以上を行うように元請社より指示がありました。
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■ 海事・工事部より 【災害事例から学ぶ】
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・作業員がカッターナイフを使用して、シート材の切り分け作業中に、
他の作業員との会話でシート材から目を離した際に左手首を切創した。

・作業員は耐切創手袋ではなく軍手を着用していた。
(左手人差指の切創 不休災害)

・カッターナイフを使用するにあたり切創する をもって作業を行う。
・KY活動でのリスク低減対策事項を遵守する。
・決められた を徹底する。

【概要】※切れ・こすれによる災害

【原因】

【対策】

・作業員は耐切創手袋を持っていたが着用せず、慣れた作業のため軍手
を着用していた。

・KY活動で耐切創手袋着用の記載があったにも関わらず、軍手を着用し
てカッターナイフを使用した。

・作業員はカッターナイフに対する危険意識が低く、よそ見をして作業
していた。

危険意識

保護具の着用



■ 総務部より
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■ 新入社員紹介
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■ 周知・依頼事項①
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■ 周知・依頼事項②



11

■ 周知・依頼事項③



閉会挨拶の前に、ご質問やご意見があれば
お願いします。
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定例周知です。 現場で怪我をした際は、「直ちに正確な事実
を」報告して下さい。

時間がたってからの報告は労災認定が得られず、様々な補償が
受けられなくなる可能性があります。

また、虚偽の報告は犯罪行為となり罰則が科されます。自分の
身を守るためにも、ご協力をお願いします。



■ 足立部長より一言
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